
 

 

 

 

 

 

 

 

吾妻地域森林計画変更計画書  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和５年度一部変更）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群 馬 県 

 

 

計画期間  自  令和５年４月１日  

至  令和 15年３月 31日  



 

 

 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第５条第５項の規定に基づき、吾妻地域森林計画を

次のとおり変更します。 

なお、変更計画の施行日は、令和６年４月１日とします。 

 

１ 変更事項  

（１） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項」の

一部を次のとおり変更します。 

 

（２） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第３ 森林整備に関する事項」の「１ 森林の立木竹

の伐採に関する事項（間伐に関する事項除く）」の一部を次のとおり変更します。 

 

（３） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第３ 森林整備に関する事項」の「２ 造林に関する

事項」の一部を次のとおり変更します。 

 

（４） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第３ 森林整備に関する事項」の「６ 委託を受けて

行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関す

る事項」の一部を次のとおり変更します。 

 

（５） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第４ 森林の保全に関する事項」の「１ 森林の土地

の保全に関する事項」の一部を次のとおり変更します。 

 

（６） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第６ 計画量等」の「１ 間伐立木材積その他の伐採

立木材積」の一部を次のとおり変更します。 

 

（７） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第６ 計画量等」の「２ 間伐面積」の一部を次のと

おり変更します。 

 

（８） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第６ 計画量等」の「３ 人工造林及び天然更新別の

造林面積」の一部を次のとおり変更します。 

 

（９） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第６ 計画量等」の「４ 林道の開設及び拡張に関す

る計画」の一部を次のとおり変更します。 

 

（10） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第６ 計画量等」の「５ 保安林の整備及び治山事業

に関する計画」の一部を次のとおり変更します。 

 

 

 

 

 



第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

 

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発

揮させるため、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維

持造成を推進することとします。 

具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位と

して、森林の有する水源
か ん

涵 養、山地災害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レク

リエーション、文化、生物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に発揮するため

の適切な森林施業の面的な実施、林道等の路網の整備、委託を受けて行う森林施業又

は経営の実施、保安林制度の適切な運用、治山施設の整備、森林病害虫や野生鳥獣に

よる被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進します。 

その際、生物多様性の保全や地球温暖化の防止に果たす役割はもとより、豪雨の増

加等の自然環境の変化、急速な少子高齢化と人口減少、所有者不明森林や整備の行き

届いていない森林の存在等の社会的情勢の変化、放射性物質の影響等にも配慮しま

す。また、近年の森林に対する国民の要請を踏まえ、花粉症発生源対策を加速化する

とともに、流域治水とも連携した国土強靱化を推進します。加えて、航空レーザ測量

等のリモートセンシングによる高精度な森林資源情報や詳細な地形情報の整備によ

り、現地調査の省力化や適切な伐採区域の設定、林道等の路網整備の効率化、崩壊リ

スクが高い箇所における効果的な治山施設の配置等を推進します。あわせて、シカ等

による森林被害も含めた森林の状況を適確に把握するための森林資源のモニタリン

グの継続的な実施や森林ＧＩＳの効果的な活用を図ります。 

 

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する

基本的な事項 
   現計画のとおり 

 

２ その他必要な事項 
   現計画のとおり 

 

  



第３ 森林の整備に関する事項  

 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項除く） 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として、市町村の気候、

地形、土壌等の自然条件、森林資源の構成、森林に対する社会的要請、施業制限の有

無、木材需要、森林の保全、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替えの促

進等を勘案して計画事項を定めるものとします。 

 

(１) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針  

   立木竹の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）

が、再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、皆伐又は択伐

によるものとします。 

   主伐に当たっては、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年

３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）のうち、立木の伐採方法に関する

事項を踏まえるとともに、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に

配慮して行うこことし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少な

くとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保することとします。また、伐採作業に伴

う林業機械の走行等に必要な集材路の作設等に当たっては、伐採する区域の地形や地

質等を十分に確認した上で配置の計画や施工等を行い、森林の更新及び森林の土地の

保全への影響を極力抑えることとします。 

   伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定することとし

ます。 

   なお、生物多様性の保全の観点から、必要に応じて渓流周辺や尾根筋等に所要の保

護樹帯を設けるなどの方法を考慮するものとします。 

   立木の伐採（主伐）の標準的な方法は以下に示すとおりです。また、特定の森林に

おいてどのような伐採方法を妥当とするかは市町村森林整備計画において定められ、

森林所有者等が立木の伐採（主伐）を行う際の規範となります。 

 

ア 伐採方法について 

   現計画のとおり 

 

イ 森林の区分別の施業の指針 

   現計画のとおり 

 

(２) 立木の標準伐期齢に関する指針  

   現計画のとおり 

 

(３) その他必要な事項  

   現計画のとおり 

 

 

 



２ 造林に関する事項  

 

(１) 人工造林に関する指針  

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の

発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が

期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うものとします。 

また、花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木の植栽、広葉樹の導

入に努めるものとします。 

人工造林の対象樹種、標準的な方法及び人工造林を実施すべき期間については、以

下を参考に市町村森林整備計画において定められ、森林所有者等が人工造林を行う際

の規範となります。 

 

ア 人工造林の対象樹種に関する指針 

人工造林をすべき樹種は適地適木を旨として、郷土樹種も考慮に入れて、市町村

内の自然条件、地域における造林種苗の需給動向及び木材の利用状況等を勘案し

て、スギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、クヌギ、コナラ、ケヤキ等を主体に定め

るものとするほか、地域に応じた有用広葉樹とします。また、特定苗木などの成長

に優れた苗木や花粉の少ない苗木の確保を図るため、その増加に努めることとしま

す。 

 

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

   現計画のとおり 

 

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針 

   現計画のとおり 

 

(２) 天然更新に関する指針  

   現計画のとおり 

 

(３) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針  

   現計画のとおり 

 

(４) その他必要な事項  

   現計画のとおり 

 

３ 間伐及び保育に関する事項  

   現計画のとおり 

 

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

   現計画のとおり 

 



５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項  

   現計画のとおり 

 

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化

その他森林施業の合理化に関する事項  

 

(１) 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林施業の共同

化に関する方針  

ア 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施等 

委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施等については、施業集約化と長期施業

受委託等に必要な森林情報の提供及び助言・あっせんなどを推進し、長期にわたり持

続的な経営を実現できる林業事業体への委託を進めます。 

その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、森林の土地の所有者届出制度の運

用や固定資産課税台帳情報の適切な利用を通じて、得られた情報を林地台帳に反映す

るなどして、森林所有者情報の精度向上を図るとともに、その情報提供を促進します。

あわせて、航空レーザ測量等により整備した森林資源情報の公開を促進し、面的な集

約化を進めます。このほか、施業集約化等を担う森林施業プランナーや、林業事業体

のこれからの経営を担う森林経営プランナーの育成を進めます。 

これらの取組に加え、森林経営管理制度の活用により経営管理の集積・集約化を進

めます。 

 

イ 森林所有者が共同して行う森林施業の促進方針 

   現計画のとおり 

 

(２)  森林経営管理制度の活用の促進に関する方針 

   現計画のとおり 

 

(３)  林業に従事する者の養成及び確保に関する方針  

ア 林業事業体の体質強化 

   現計画のとおり 

 

イ 林業従事者の養成・確保 

林業従事者の確保・養成を図るためには、職場環境や労働条件の改善が必要です。 

林業事業体の事業量の安定的な確保や就労環境改善への取組により一定の林業従

事者が就業していますが、離職する者も多い状況にあります。 

林業従事者の定着を図るには、高性能林業機械の導入による労働負荷の軽減のほ

か、労働災害防止の取組、通年雇用化や社会保険の加入促進などによる雇用関係の明

確化と雇用の安定化、技能などの客観的評価の促進などによる処遇の改善等の取組を

支援するとともに、地域の実態に応じた林業への新規参入・起業など林業従事者の裾

野の拡大、女性等の活躍・定着、外国人材の適正な受け入れ等に務めます。 

 

 



ウ 林業後継者の養成 

   現計画のとおり 

 

(４) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針  

   現計画のとおり 

 

(５) 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針  

ア 木材生産流通の合理化 

   現計画のとおり 

 

イ 木材加工体制の強化 

   現計画のとおり 

 

ウ 生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成 

民有林及び国有林を通じて、また、森林組合と素材生産事業体との連携を促進し、

素材から製材品さらには林地残材、製材端材等、木質バイオマス全体を利用する取組

を支援します。 

加えて、国内市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取り扱う全ての

木材が合法性確認木材となるよう、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法

律（平成28年法律第48号）に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実施及

び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を推進します。 

 

(６) その他必要な事項  

   現計画のとおり 

  



第４ 森林の保全に関する事項  

 

１ 森林の土地の保全に関する事項  

 

(１) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区  

   現計画のとおり 

 

(２) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及 

びその搬出方法  

   現計画のとおり 

 

(３) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項  

土地の形質変更に当たっては、形質変更の態様、地形、地質等の条件、行うべき施

業の内容等を十分留意して実施地区の選定を行うものとします。 

形質変更に伴う切取、盛土は、法面の安定を図るとともに、必要に応じて法面保護

工（緑化工、土留工等）及び排水施設等を設け、その形質の変更過程における災害防

止対策としての施設設置を行う等、林地保全に適切な措置を講じるものとします。そ

の際、太陽光発電施設を設置する場合には、小規模な林地開発でも土砂流出の発生割

合が高いこと、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観に及ぼす

影響が大きいことなどの特殊性を踏まえ、許可が必要とされる面積規模の引き下げや

適切な防災設備の設置、森林の適正な配置など改正された開発行為の許可基準の適正

な運用を行うとともに、地域住民の理解を得る取組の実施などに配慮するものとしま

す。 

加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和

36年法律第191号）に基づき、知事等が指定する規制区域の森林の土地においては、谷

部等の集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う

際の技術的基準を遵守させるなど、制度を適正に運用するものとします。 

また、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する地域においては、それら

への影響の軽減に取り組むものとします。 

 

(４) その他必要な事項  

   現計画のとおり 

 

２ 保安施設に関する事項  

  現計画のとおり 

 

３ 鳥獣害の防止に関する事項  

  現計画のとおり 

 

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 

  現計画のとおり 



第６ 計画量等  

 

１ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 
伐採立木材積については、下表のとおり計画します。 

単位：材積：1,000 ㎥ 

区分 
総数 主伐 間伐 

総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 

総数 1,120 970 150 600 450 150 520 520 - 

 
うち前半 

５年分 
560 480 70 270 200 70 280 280 - 

 

２ 間伐面積 
間伐面積については、下表のとおり計画します。 

             単位 面積：ha 

区分 間伐面積 

総数 6,600 

 うち前半５年分 3,600 

 

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積 

人工造林及び天然更新別の造林面積については、下表のとおり計画します。 

                       単位 面積：ha 

区分 人工造林 天然更新 

総数 1,740 750 

 うち前半５年分 800 340 

 

  



 

４ 林道の開設及び拡張に関する計画 
      林道の開設又は拡張に関する計画については、下表のとおりとします。 

         （下線部が今回の変更箇所で、変更内容を備考に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位　延長：km，面積：ha

開設 自動車道 林業専用道 中之条町 三本木 0.8 28

開設 自動車道 林業専用道 中之条町 押込 1.2 70 ○

中之条町計 2 路線 2.0 98

開設 自動車道 林業専用道 東吾妻町(旧東村) 蔦ノ木沢 1.0 25

開設 自動車道 指定林道 東吾妻町 吾嬬山 6.5 750 ○

 開設  自動車道  林業専用道  東吾妻町  東吾妻244 0.7 50 路線の削除

 開設  自動車道  林業専用道  東吾妻町  東吾妻254 0.7 50 路線の削除

東吾妻町計 2 路線 7.5 775

開設 自動車道 林業専用道 嬬恋村 大原大前支 0.7 25

開設 自動車道 林業専用道 嬬恋村 群馬坂支 1.0 56

嬬恋村計 2 路線 1.7 81

開設 自動車道 林業専用道 高山村 東山小峠 3.9 130 ◯
延長の変更

前半5カ年箇所の追加

開設 自動車道 林業専用道 高山村 仙貫赤根 2.3 80 ○

高山村計 2 路線 6.2 210

8 路線 17.4 1,164

備考
位置

（市町村）
路線名

吾妻森林計画区計

区分 延長
うち

前半５年分

対図

番号

開設

拡張

別

種類
利用区域

面積



 

単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 中之条町 七曲２号 0.6 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 中之条町 仁田沢 0.2 改良・舗装

拡張 自動車道 中之条町 大竹支 0.4 改良

拡張 自動車道 中之条町 高樅 0.4 ◯

改良・舗装

実施内容の変更

前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 中之条町 吾嬬山 2.0 ○ 舗装

拡張 自動車道 中之条町 塩原 1.6 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 中之条町 北山本 0.3 ◯
改良・舗装

前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 中之条町 一の瀬 2.7 ○
改良・舗装

実施内容の変更

拡張 自動車道 中之条町 名知良久 0.6 ○ 改良

拡張 自動車道 中之条町 小雨 3.4 ○
改良・舗装

実施内容の変更

拡張 自動車道 中之条町 京塚 0.6 改良

拡張 自動車道 中之条町 寺社木 5.4 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 中之条町 下沢 0.4 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 中之条町 中沢 1.3 ○ 改良

拡張 自動車道 中之条町 日ヶ闇 2.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 中之条町 貝瀬 0.1 ○ 改良・舗装

中之条町計 16 路線 22.3

拡張 自動車道 東吾妻町 林浦橋倉 0.1 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 中尾 0.9 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 高橋千沢 2.1 ○ 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 千沢 0.4 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 弓ヶトウ 1.5 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 小屋沢 1.6 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 村武沢 1.1 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 平五良 1.9 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 円座木 0.9 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 奥田 0.7 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 新巻 1.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 上野 1.0 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 植栗 3.2 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 北浦 1.0 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 岩下山田 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 姉山 1.0 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 烏帽子山 2.6 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 本丸大塒 2.6 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 はじかみ 3.5 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 船頭畝 3.3 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 関谷 2.5 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 甘酒原 0.9 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 細谷 0.7 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 道泉谷戸 1.5 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 坂倉 2.0 ○ 舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 吾嬬山 2.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 東吾妻町 万騎 2.0 ○ 改良

拡張 自動車道 東吾妻町 北榛名山 0.3 ○ 改良・舗装

開設

拡張別

前半５カ年

の計画箇所

対図

番号
種類 備考

位置

（市町村）
路線名区分 延長

利用区域

面積



 

 

 

  

単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 東吾妻町 ユーシン 0.2 ○ 改良

拡張 自動車道 東吾妻町 下泉藤木 0.1 改良

拡張 自動車道 東吾妻町 権田 0.1 改良

東吾妻町計 31 路線 44.5

拡張 自動車道 長野原町 大津吹久保 0.1 改良

拡張 自動車道 長野原町 与喜屋赤宿 4.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 長野原町 古森堂光原 0.1 改良

拡張 自動車道 長野原町 笹沢支 0.9 改良・舗装

拡張 自動車道 長野原町 熊の内 3.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 長野原町 万騎 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 長野原町 萩原滝原 2.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 長野原町 貝瀬 3.0 改良

拡張 自動車道 長野原町 吾嬬山 1.0 ◯ 改良

長野原町計 9 路線 14.6

拡張 自動車道 嬬恋村 桟敷山 5.6 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 嬬恋村 群馬坂 1.8 ○
改良・舗装

実施内容の変更

拡張 自動車道 嬬恋村 砂井上ノ貝 0.4 改良・舗装

拡張 自動車道 嬬恋村 大前干俣 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 嬬恋村 今井 0.8 改良・舗装

拡張 自動車道 嬬恋村 滝の上 3.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 嬬恋村 門貝 0.4 ○ 改良

拡張 自動車道 嬬恋村 三原門貝 1.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 嬬恋村 群馬坂西 0.5 改良

嬬恋村計 9 路線 14.0

拡張 自動車道 草津町 小雨 1.9 ○ 改良・舗装

草津町計 1 路線 1.9

拡張 自動車道 高山村 北山 3.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高山村 北山本 0.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高山村 桑の木立 0.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高山村 障子岩 2.0 改良・舗装

拡張 自動車道 高山村 第２障子岩 0.6 舗装

拡張 自動車道 高山村 西五領 0.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高山村 細久保 0.3 舗装

拡張 自動車道 高山村 芳の平 1.4 ○ 舗装

拡張 自動車道 高山村 柿平大遠見 0.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高山村 小野子山 0.1 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高山村 長久保 0.1 ○ 舗装

拡張 自動車道 高山村 火の口 0.1 ○
改良・舗装

実施内容の変更

拡張 自動車道 高山村 小峠 1.2 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 林業専用道 高山村 仙貫赤根 0.5 ○ 改良

高山村計 14 路線 11.7

80 路線 109.0吾妻森林計画区計

開設

拡張別
種類 区分

位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域

面積

前半５カ年

の計画箇所

対図

番号
備考



５ 保安林の整備及び治山事業に関する計画 
 

（１）保安林として管理すべき森林の種類別面積等 

  ① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積 

    現計画のとおり 

 

  ② 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等 

     （下線部が今回の変更箇所で、変更内容を備考に記載） 

 

  

単位　面積：ha

市町村 区域
うち

前半５年分

総数 3,362 1,681

中之条町 339 170

長野原町 814 407

嬬恋村 594 297

草津町 - -

高山村 748 374

東吾妻町 866 433

総数 2,245 1,123

中之条町 223 112

長野原町 672 336

嬬恋村 337 168

草津町 - -

高山村 736 368

東吾妻町 277 139

総数 1,117 558

中之条町 116 58

長野原町 142 71

嬬恋村 258 129

草津町 - -

高山村 12 6

東吾妻町 589 294

総数 73 36

中之条町 - -

長野原町 - -

嬬恋村 70 35

草津町 - -

高山村 3 1

東吾妻町 0 0

指定
解除
別

指定

森林の所在

種　類

災害防備
のための
保安林

総　数

水源の涵
養のため
の保安林

面積

保健、風
致の保存
等のため
の保安林

備　考
指 定 又 は解 除を
必 要 と する 理由



 

  ③ 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積 

    現計画のとおり 

 

（２）保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等 

    現計画のとおり 

 

（３）実施すべき治山事業の数量 

    現計画のとおり 

 

６ 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき

施業の方法及び時期 
   現計画のとおり 

 

単位　面積：ha

市町村 区域
うち

前半５年分

総数 0 0 面積の変更

中之条町 0 0

長野原町 0 0 面積の変更

嬬恋村 0 0 面積の変更

草津町 - -

高山村 - -

東吾妻町 0 0 面積の変更

総数 - -

中之条町 - -

長野原町 - -

嬬恋村 - -

草津町 - -

高山村 - -

東吾妻町 - -

総数 0 0 面積の変更

中之条町 0 0

長野原町 0 0 面積の変更

嬬恋村 0 0 面積の変更

草津町 - -

高山村 - -

東吾妻町 0 0 面積の変更

総数 - -

中之条町 - -

長野原町 - -

嬬恋村 - -

草津町 - -

高山村 - -

東吾妻町 - -

解除

指定解

除別
種　類

森林の所在

総　数

災害防備

のための

保安林

水源の涵

養のため

の保安林

保健、風

致の保存

等のため

の保安林

面積
指 定 又 は 解 除 を

必 要 と す る 理 由
備　考


